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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生産ラインの品質管理を行う品質管理装置であって、
　前記生産ラインには、自機の動作の異常を検知するため複数の観測項目についての観測
値を監視する機能を有する生産設備と、前記生産設備で処理された製品の検査を行う検査
装置とが設けられており、
　前記品質管理装置は、
　各製品を処理したときに前記生産設備で観測された各観測項目の観測値が記録された観
測データを取得する観測データ取得手段と、
　前記検査装置によってある製品で不良が検出された場合に、前記観測データを用いて、
不良品を処理したときの観測値と良品を処理したときの観測値とを比較することにより、
前記不良の要因となり得る前記生産設備の動作の異常が発生しているか判断する不良要因
推定手段と、
を有することを特徴とする品質管理装置。
【請求項２】
　前記不良要因推定手段は、ある観測項目について、不良品を処理したときの観測値と良
品を処理したときの観測値とのあいだに有意な変化が認められた場合に、当該観測項目に
関連する前記生産設備の動作の異常が前記不良の要因であると判断する
ことを特徴とする請求項１に記載の品質管理装置。
【請求項３】
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　前記不良要因推定手段は、不良品を処理したときの観測値が、良品を処理したときの観
測値分布の平均から、所定距離より離れていた場合に、当該観測値に有意な変化があると
みなす
ことを特徴とする請求項２に記載の品質管理装置。
【請求項４】
　前記所定距離は、良品を処理したときの観測値分布の標準偏差のｎ倍である
ことを特徴とする請求項３に記載の品質管理装置。
【請求項５】
　前記生産設備で発生し得る異常事象と当該異常事象が原因となり発生し得る製品の不良
との対応付け、および、前記生産設備で発生し得る異常事象と当該異常事象が発生したと
きに観測値に変化が現れる観測項目との対応付けを含むテーブルを記憶する記憶手段をさ
らに有し、
　前記不良要因推定手段は、
　ある製品で不良が検出された場合に、前記テーブルにて前記不良に対応付けられている
前記生産設備の異常事象を、不良要因候補として抽出し、
　前記テーブルにて前記不良要因候補たる異常事象に対応付けられている観測項目の観測
データを用いて、当該異常事象が前記不良の要因か否かを推定する
ことを特徴とする請求項１～４のうちいずれか１項に記載の品質管理装置。
【請求項６】
　前記不良要因推定手段は、前記不良の種類を示す情報、前記抽出した不良要因候補を示
す情報、及び、前記不良の要因の推定結果を示す情報を出力する
ことを特徴とする請求項５に記載の品質管理装置。
【請求項７】
　前記不良要因推定手段は、前記不良が検出された製品を処理したときの観測値と、良品
を処理したときの観測値の情報も出力する
ことを特徴とする請求項６に記載の品質管理装置。
【請求項８】
　前記不良要因推定手段は、前記不良の要因と推定した異常事象に関し、前記生産設備の
異常個所とその異常動作を示す情報を出力する
ことを特徴とする請求項５～７のうちいずれか１項に記載の品質管理装置。
【請求項９】
　前記不良要因推定手段は、前記生産設備の異常個所とその異常動作を示す情報とともに
、前記不良の種類を示す情報及び前記不良が検出された製品を示す情報も出力する
ことを特徴とする請求項８に記載の品質管理装置。
【請求項１０】
　前記生産設備の前記監視する機能は、ある観測項目の観測値が、予め設定される監視基
準値により定められる正常範囲から外れた場合に、前記生産設備の動作に異常が生じたと
判定する機能であり、
　前記品質管理装置は、複数の製品の観測値の分布に基づいて、当該観測値の監視に用い
る新たな監視基準値を決定する監視基準設定手段をさらに有する
ことを特徴とする請求項１～９のうちいずれか１項に記載の品質管理装置。
【請求項１１】
　前記監視基準設定手段は、前記新たな監視基準値を出力するか、又は、前記新たな監視
基準値を前記生産設備に対し自動で設定するか、又は、前記生産設備の監視基準値の変更
許可をユーザから受け付けた後に前記新たな監視基準値を前記生産設備に対し設定する
ことを特徴とする請求項１０に記載の品質管理装置。
【請求項１２】
　前記生産ラインは、プリント基板の表面実装ラインであり、
　前記生産設備は、プリント基板の上に電子部品を実装するマウンタである
ことを特徴とする請求項１～１１のうちいずれか１項に記載の品質管理装置。
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【請求項１３】
　生産ラインの品質管理を行う品質管理装置の制御方法であって、
　前記生産ラインには、自機の動作の異常を検知するため複数の観測項目についての観測
値を監視する機能を有する生産設備と、前記生産設備で処理された製品の検査を行う検査
装置とが設けられており、
　前記制御方法は、
　各製品を処理したときに前記生産設備で観測された各観測項目の観測値が記録された観
測データを取得する観測データ取得ステップと、
　前記検査装置によってある製品で不良が検出された場合に、前記観測データを用いて、
不良品を処理したときの観測値と良品を処理したときの観測値とを比較することにより、
前記不良の要因となり得る前記生産設備の動作の異常が発生しているか判断する不良要因
推定ステップと、
を有することを特徴とする品質管理装置の制御方法。
【請求項１４】
　請求項１３に記載の品質管理装置の制御方法の各ステップをコンピュータに実行させる
ためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、不良発生の要因または予兆となる生産設備の異常を検知するための技術に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　自動化・省力化が進む生産ラインでは、ラインの中間工程や最終工程に検査装置を設置
し、不良の検出や不良品の仕分けなどを自動化しているものがある。また、検査装置の検
査結果から不良の要因を推定し、品質管理や生産設備のメンテナンスに活用する試みも採
られている。
【０００３】
　一例としてプリント基板の表面実装ラインに関する従来例を挙げると、特許文献１には
、マウント後検査の結果（不良率、マウント位置のバラツキ）を、マウンタ装置のノズル
別、カセット別、又は、ノズルとカセットの組み合わせ別に集計し分析することで、問題
のあるノズルやカセットの特定に役立てるというアイデアが開示されている。また特許文
献２には、リフロー後の最終検査における不良率をマウンタ装置のノズル別に集計するこ
とで、品質レベルを低下させているノズルの情報を提示するというアイデアが開示されて
いる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平７－３８２７９号公報
【特許文献２】特開２００５－１５６１５６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来例のように、生産設備が具備する部材（設備部材と呼ぶ）別に不良率などの情
報を提示すれば、不具合個所を推定する手がかりになる可能性がある。しかし、この情報
から分かるのは、あくまで、その設備部材によって処理された製品に不良が多かったとい
う事実関係だけであり、その不良の直接の原因が本当にその設備部材にあるのかどうかの
確証は得られない。マウンタの例でいえば、ノズルやカセット以外の設備部材に原因があ
る可能性もあるし、はんだ印刷工程やリフロー工程など他のプロセスに原因がある可能性
もあるからである。
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【０００６】
　また、仮にその設備部材が不良の原因であったとしても、従来の方法ではその設備部材
にどのような異常が生じているのかまでは特定できない。したがって、たとえ不具合箇所
が分かったとしても、実際に起きている異常を突き止め、それを解消するための適切な処
置を行うには、エキスパートの知識及び経験が不可欠であったり、トライアンドエラーに
よる調整作業が必要であった。マウンタの例を挙げれば、あるノズルで不良が多発してい
ることが分かったとしても、部品の吸着、移動、位置決め、装着（押し込み）、部品の解
放という一連の動作のなかのどこでどのような異常が生じているのかまで特定できなけれ
ば、ノズルの交換が必要なのか、ノズルの洗浄や取り付け調整でよいのか、マウンタの実
装プログラムの改変で対処すべきなのか、それとも、ノズル以外の設備部材に処置を施す
べきなのかといった判断がつけられないのである。
【０００７】
　本発明は上記実情に鑑みなされたものであり、その目的とするところは、不良の直接の
原因となっている生産設備の異常を具体的に特定し、設備のメンテナンスおよび品質管理
を簡易化するための技術を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明では、各製品を処理したときに生産設備で観測され
た観測値のデータを分析することで、不良の原因となった生産設備の異常を推定する、と
いう構成を採用する。
【０００９】
　具体的には、本発明に係る品質管理装置は、自機の動作の異常を検知するため複数の観
測項目についての観測値を監視する機能を有する生産設備と、前記生産設備で処理された
製品の検査を行う検査装置とが設けられている生産ラインの品質管理を行うものであり、
各製品を処理したときに前記生産設備で観測された各観測項目の観測値が記録された観測
データを取得する観測データ取得手段と、前記検査装置によってある製品で不良が検出さ
れた場合に、前記観測データを用いて、不良品を処理したときの観測値と良品を処理した
ときの観測値とを比較することにより、前記不良の要因となり得る前記生産設備の動作の
異常が発生しているか判断する不良要因推定手段と、を有することを特徴とする。
【００１０】
　この構成によれば、不良品と良品それぞれを処理したときに生産設備で実際に観測され
た観測データを用いて、不良の要因となり得る生産設備の動作異常が発生しているかを判
断するため、検査装置で検出された不良の直接の原因を高い確度で且つ具体的に特定する
ことができる。そして、このように具体的に原因が特定されれば、生産設備のメンテナン
スや生産ラインの品質管理が簡易となる。
【００１１】
　前記不良要因推定手段は、ある観測項目について、不良品を処理したときの観測値と良
品を処理したときの観測値とのあいだに有意な変化が認められた場合に、当該観測項目に
関連する前記生産設備の動作の異常が前記不良の要因であると判断するとよい。このよう
に、良品の観測値に対する不良品の観測値の変化を評価することで、生産設備の動作異常
を高い確度で検出することができる。
【００１２】
　このとき、前記不良要因推定手段は、不良品を処理したときの観測値が、良品を処理し
たときの観測値分布の平均から、所定距離より離れていた場合に、当該観測値に有意な変
化があるとみなすとよい。このような統計的手法により、簡易な処理で観測値の変化を評
価できる。所定距離は、良品を処理したときの観測値分布の標準偏差のｎ倍（例えば３σ
）であるとよい。
【００１３】
　また、品質管理装置が、前記生産設備で発生し得る異常事象と当該異常事象が原因とな
り発生し得る製品の不良との対応付け、および、前記生産設備で発生し得る異常事象と当
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該異常事象が発生したときに観測値に変化が現れる観測項目との対応付けを含むテーブル
を記憶する記憶手段をさらに有しているとよい。この場合に、前記不良要因推定手段は、
ある製品で不良が検出された場合に、前記テーブルにて前記不良に対応付けられている前
記生産設備の異常事象を、不良要因候補として抽出し、前記テーブルにて前記不良要因候
補たる異常事象に対応付けられている観測項目の観測データを用いて、当該異常事象が前
記不良の要因か否かを推定するとよい。このようなテーブルを用いることで、エキスパー
ト（熟練者）の知識・知見に基づく判断と同等の不良要因推定を装置化（自動化）できる
。しかも、テーブル参照だけでよいので、処理の簡易化、処理時間の短縮を図ることもで
きる。
【００１４】
　前記不良要因推定手段は、前記不良の種類を示す情報、前記抽出した不良要因候補を示
す情報、及び、前記不良の要因の推定結果を示す情報を出力するとよい。また、前記不良
要因推定手段は、前記不良が検出された製品を処理したときの観測値と、良品を処理した
ときの観測値の情報も出力するとなおよい。このような情報を提供することで、ユーザ自
身が不良要因の推定処理の過程を確認できるようになり、推定結果に対する納得性を高め
ることができる。
【００１５】
　前記不良要因推定手段は、前記不良の要因と推定した異常事象に関し、前記生産設備の
異常個所とその異常動作を示す情報を出力するとよい。また、前記不良要因推定手段は、
前記生産設備の異常個所とその異常動作を示す情報とともに、前記不良の種類を示す情報
及び前記不良が検出された製品を示す情報も出力するとさらによい。このような情報をユ
ーザに提供することにより、生産設備のどの個所にどのような異常が発生しているのかを
簡単に特定できる。
【００１６】
　前記生産設備の前記監視する機能は、ある観測項目の観測値が、予め設定される監視基
準値により定められる正常範囲から外れた場合に、前記生産設備の動作に異常が生じたと
判定する機能である。前記品質管理装置は、複数の製品の観測値の分布に基づいて、当該
観測値の監視に用いる新たな監視基準値を決定する監視基準設定手段をさらに有するとよ
い。この場合も、生産設備で実際に観測された観測データを用いるため、より妥当な監視
基準値を設定できると期待できる。
【００１７】
　前記監視基準設定手段は、前記新たな監視基準値を出力するか、又は、前記新たな監視
基準値を前記生産設備に対し自動で設定するか、又は、前記生産設備の監視基準値の変更
許可をユーザから受け付けた後に前記新たな監視基準値を前記生産設備に対し設定すると
よい。
【００１８】
　前記生産ラインは、プリント基板の表面実装ラインであり、前記生産設備は、プリント
基板の上に電子部品を実装するマウンタであることが好ましい。表面実装ラインの生産設
備、なかでもマウンタは、ノズル、ヘッド、フィーダ、カメラ、ポンプ、ステージなどの
複数種の設備部材が様々な動作を行うため、不良の原因がどの設備部材のどの動作の異常
にあるのか特定するのは容易でないからである。
【００１９】
　なお、本発明は、上記手段の少なくとも一部を含む品質管理装置として捉えることがで
きる。また、本発明は、品質管理装置の制御方法や、その方法の各ステップをコンピュー
タに実行させるためのコンピュータプログラムや、当該プログラムを非一時的に記憶した
コンピュータ読取可能な記憶媒体として捉えることもできる。上記構成および処理の各々
は技術的な矛盾が生じない限り互いに組み合わせて本発明を構成することができる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、不良の直接の原因となっている生産設備の異常を具体的に特定し、設
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備のメンテナンスおよび品質管理を簡易化することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】表面実装ラインにおける生産設備および品質管理システムの構成を示す図。
【図２】本実施形態にかかるマウンタの構成を示す模式図。
【図３】マウンタによる部品実装処理の流れを示すフローチャート。
【図４】実装プログラムに含まれる部品リスト（実装条件）の一例。
【図５】マウンタで検知される異常とその是正方法を対応付けたテーブル。
【図６】分析装置の機能ブロック図。
【図７】分析装置による不良要因の推定処理の流れを示すフローチャート。
【図８】検査データの一例。
【図９】観測データの一例。
【図１０】マウンタ異常－検査不良テーブルの一例。
【図１１】マウンタ異常－観測項目テーブルの一例。
【図１２】要因リストの一例。
【図１３】分析装置による監視基準値の設定処理の流れを示すフローチャート。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下に図面を参照して、この発明を実施するための形態を、実施例に基づいて例示的に
詳しく説明する。ただし、この実施例に記載されている構成部品の寸法、材質、形状、そ
の相対配置などは、特に記載がない限りは、この発明の範囲をそれらのみに限定する趣旨
のものではない。
【００２３】
　＜システム構成＞
　図１は、プリント基板の表面実装ラインにおける生産設備及び品質管理システムの構成
例を模式的に示している。表面実装（Surface Mount Technology：ＳＭＴ）とはプリント
基板の表面に電子部品をはんだ付けする技術であり、表面実装ラインは、主として、はん
だ印刷～部品のマウント～リフロー（はんだの溶着）の三つの工程から構成される。
【００２４】
　図１に示すように、表面実装ラインでは、生産設備として、上流側から順に、はんだ印
刷装置Ｘ１、マウンタＸ２、リフロー炉Ｘ３が設けられる。はんだ印刷装置Ｘ１は、スク
リーン印刷によってプリント基板上の電極部（ランドと呼ばれる）にペースト状のはんだ
を印刷する装置である。マウンタＸ２は、基板に実装すべき電子部品をピックアップし、
該当箇所のはんだペーストの上に部品を載置するための装置であり、チップマウンタとも
呼ばれる。リフロー炉Ｘ３は、はんだペーストを加熱溶融した後、冷却を行い、電子部品
を基板上にはんだ接合するための加熱装置である。これらの生産設備Ｘ１～Ｘ３は、ネッ
トワーク（ＬＡＮ）を介して生産設備管理装置Ｘ４に接続されている。生産設備管理装置
Ｘ４は、生産設備Ｘ１～Ｘ３の管理や統括制御を担うシステムであり、各生産設備の動作
を定義する実装プログラム（動作手順、製造条件、設定パラメータなどを含む）、各生産
設備のログデータなどを記憶、管理、出力する機能などを有している。また、生産設備管
理装置Ｘ４は、作業者又は他の装置から実装プログラムの変更指示を受け付けると、該当
する生産設備に設定されている実装プログラムの更新処理を行う機能も有する。
【００２５】
　また、表面実装ラインには、はんだ印刷～部品のマウント～リフローの各工程の出口で
基板の状態を検査し、不良あるいは不良のおそれを自動で検出する、品質管理システムＹ
が設置されている。品質管理システムＹは、良品と不良品の自動仕分けの他、検査結果や
その分析結果に基づき各生産設備の動作にフィードバックする機能（例えば、実装プログ
ラムの変更など）も有している。図１に示すように、本実施形態の品質管理システムＹは
、はんだ印刷検査装置Ｙ１、部品検査装置Ｙ２、外観検査装置Ｙ３、Ｘ線検査装置Ｙ４の
４種類の検査装置と、検査管理装置Ｙ５、分析装置Ｙ６、作業端末Ｙ７などから構成され
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る。
【００２６】
　はんだ印刷検査装置Ｙ１は、はんだ印刷装置Ｘ１から搬出された基板に対し、はんだペ
ーストの印刷状態を検査するための装置である。はんだ印刷検査装置Ｙ１では、基板上に
印刷されたはんだペーストを２次元ないし３次元的に計測し、その計測結果から各種の検
査項目について正常値（許容範囲）か否かの判定を行う。検査項目としては、例えば、は
んだの体積・面積・高さ・位置ずれ・形状などがある。はんだペーストの２次元計測には
、イメージセンサ（カメラ）などを用いることができ、３次元計測には、レーザ変位計や
、位相シフト法、空間コード化法、光切断法などを利用することができる。
【００２７】
　部品検査装置Ｙ２は、マウンタＸ２から搬出された基板に対し、電子部品の配置状態を
検査するための装置である。部品検査装置Ｙ２では、はんだペーストの上に載置された部
品（部品本体、電極（リード）など部品の一部でもよい）を２次元ないし３次元的に計測
し、その計測結果から各種の検査項目について正常値（許容範囲）か否かの判定を行う。
検査項目としては、例えば、部品の位置ずれ、角度（回転）ずれ、欠品（部品が配置され
ていないこと）、部品違い（異なる部品が配置されていること）、極性違い（部品側と基
板側の電極の極性が異なること）、表裏反転（部品が裏向きに配置されていること）、部
品高さなどがある。はんだ印刷検査と同様、電子部品の２次元計測には、イメージセンサ
（カメラ）などを用いることができ、３次元計測には、レーザ変位計や、位相シフト法、
空間コード化法、光切断法などを利用することができる。
【００２８】
　外観検査装置Ｙ３は、リフロー炉Ｘ３から搬出された基板に対し、はんだ付けの状態を
検査するための装置である。外観検査装置Ｙ３では、リフロー後のはんだ部分を２次元な
いし３次元的に計測し、その計測結果から各種の検査項目について正常値（許容範囲）か
否かの判定を行う。検査項目としては、部品検査と同じ項目に加え、はんだフィレット形
状の良否なども含まれる。はんだの形状計測には、上述したレーザ変位計、位相シフト法
、空間コード化法、光切断法などの他、いわゆるカラーハイライト方式（Ｒ、Ｇ、Ｂの照
明を異なる入射角ではんだ面に当て、各色の反射光を天頂カメラで撮影することで、はん
だの３次元形状を２次元の色相情報として検出する方法）を用いることができる。
【００２９】
　Ｘ線検査装置Ｙ４は、Ｘ線像を用いて基板のはんだ付けの状態を検査するための装置で
ある。例えば、ＢＧＡ（Ball Grid Array）、ＣＳＰ（Chip Size Package）などのパッケ
ージ部品や多層基板の場合には、はんだ接合部が部品や基板の下に隠れているため、外観
検査装置Ｙ３では（つまり外観画像では）はんだの状態を検査することができない。Ｘ線
検査装置Ｙ４は、このような外観検査の弱点を補完するための装置である。Ｘ線検査装置
Ｙ４の検査項目としては、例えば、部品の位置ずれ、はんだ高さ、はんだ体積、はんだボ
ール径、バックフィレットの長さ、はんだ接合の良否などがある。なお、Ｘ線像としては
、Ｘ線透過画像を用いてもよいし、ＣＴ（Computed Tomography）画像を用いることも好
ましい。
【００３０】
　これらの検査装置Ｙ１～Ｙ４は、ネットワーク（ＬＡＮ）を介して検査管理装置Ｙ５に
接続されている。検査管理装置Ｙ５は、検査装置Ｙ１～Ｙ４の管理や統括制御を担うシス
テムであり、各検査装置Ｙ１～Ｙ４の動作を定義する検査プログラム（検査手順、検査条
件、設定パラメータなど）や、各検査装置Ｙ１～Ｙ４で得られた検査結果やログデータな
どを記憶、管理、出力する機能などを有している。
【００３１】
　分析装置Ｙ６は、検査管理装置Ｙ５に集約された各検査装置Ｙ１～Ｙ４の検査結果（各
工程の検査結果）を分析することで、不良の予測、不良の要因推定などを行う機能や、必
要に応じて各生産設備Ｘ１～Ｘ３へのフィードバック（実装プログラムの変更など）を行
う機能などを有するシステムである。
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【００３２】
　作業端末Ｙ７は、生産設備Ｘ１～Ｘ３の状態、各検査装置Ｙ１～Ｙ４の検査結果、分析
装置Ｙ６の分析結果などの情報を表示する機能、生産設備管理装置Ｘ４や検査管理装置Ｙ
５に対し実装プログラムや検査プログラムの変更（編集）を行う機能、表面実装ライン全
体の動作状況を確認する機能などを有するシステムである。
【００３３】
　生産設備管理装置Ｘ４、検査管理装置Ｙ５、分析装置Ｙ６はいずれも、ＣＰＵ（中央演
算処理装置）、主記憶装置（メモリ）、補助記憶装置（ハードディスクなど）、入力装置
（キーボード、マウス、コントローラ、タッチパネルなど）、表示装置などを具備する汎
用的なコンピュータシステムにより構成可能である。これらの装置Ｘ４、Ｙ５、Ｙ６は別
々の装置としてもよいが、一つのコンピュータシステムにこれらの装置Ｘ４、Ｙ５、Ｙ６
の全ての機能を実装することも可能であるし、生産設備Ｘ１～Ｘ３や検査装置Ｙ１～Ｙ４
のいずれかの装置が具備するコンピュータに、これらの装置Ｘ４、Ｙ５、Ｙ６の機能の全
部又は一部を実装することも可能である。また、図１では、生産設備と品質管理システム
のネットワークを分けているが、相互にデータ通信が可能であればどのような構成のネッ
トワークを用いてもよい。
【００３４】
　＜マウンタ＞
　図２を参照して、本実施形態のマウンタＸ２の構成をより詳細に説明する。図２は、マ
ウンタが具備する設備部材の構成を示す模式図である。
【００３５】
　マウンタＸ２は、基板Ｂを載置するステージ２０、電子部品Ｐを供給する複数のフィー
ダ２１、電子部品Ｐをピックアップする可動式のヘッド２２、ヘッド２２に取り付けられ
た複数のノズル２３、各ノズルのエア圧を制御する真空ポンプ２４などを備えている。各
列のフィーダ２１には異なる品番の部品Ｐがセットされている。また、マウンタＸ２は、
自機の動作の異常を検知するための観測系として、上カメラ２５、下カメラ２６、ノズル
端面の接触圧を計測する接触センサ２７、ノズルのエア圧を計測する圧力センサ２８など
を備えている。制御部２９は、マウンタＸ２の各部の制御、演算、情報処理を担うブロッ
クであり、ＣＰＵ（中央演算処理装置）、メモリなどを備えている。
【００３６】
　図３は、マウンタＸ２による部品実装処理の流れを示すフローチャートである。
【００３７】
　まず、制御部２９はステージ２０を制御して、対象となる基板Ｂを搬入し、所定の位置
に位置決めする（ステップＳ３０）。そして、上カメラ２５で基板Ｂを撮影し、制御部２
９が基板Ｂの画像から基板Ｂに印字又は貼付されている基板ＩＤを読み取る（ステップＳ
３１）。
【００３８】
　次に、制御部２９は、基板Ｂに対応する実装プログラムを読み込む（ステップＳ３２）
。図４は、実装プログラムに含まれる部品のリストの一例である。リストの各行が一つの
部品の実装条件を表している。実装条件には、部品の装着先となる基板上の回路番号、部
品の品番、部品を供給するフィーダ２１のＩＤ、部品のピックアップに使用するノズル２
３のＩＤ、部品の装着位置のＸ座標およびＹ座標、部品を装着するときの回転角度、部品
の高さなどの情報が定義されている。実装プログラムには、図４に示すリストの他、マウ
ンタＸ２の動作手順、動作の異常判定に用いる監視基準、各種設定パラメータなどが含ま
れている。
【００３９】
　以下、リストの１行目に記載された部品を例にとり、マウンタＸ２による一連の実装シ
ーケンスを説明する。
【００４０】
　（１）部品送り
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　制御部２９が、ＩＤ：１のフィーダ２１を制御し、品番：ＡＡＡＡの部品を所定の部品
吸着位置まで送る（ステップＳ３３）。
【００４１】
　（２）部品吸着
　制御部２９が、ヘッド２２を制御して、ＩＤ：１のノズル２３を部品吸着位置に移動し
た後、そのノズル２３の先端が部品上面に接触するまで下降させる（ステップＳ３４）。
ノズル先端と部品との接触は、ＩＤ：１のノズル２３に設けられた接触センサ２７の出力
（接触圧）により検知する。
【００４２】
　続いて、制御部２９は真空ポンプ２４を制御して、ＩＤ：１のノズル２３のエア圧を下
げ、部品を吸着する（ステップＳ３５）。このとき、制御部２９は、ＩＤ：１のノズル２
３に設けられた圧力センサ２８により吸着真空圧を観測し、吸着真空圧が監視基準値より
も低いかチェックする（ステップＳ３６）。吸着真空圧が監視基準値より低い（正常）場
合は、吸着真空圧の観測値をメモリに記録して次の処理に進むが、吸着真空圧が監視基準
値を超える（異常）の場合は、実装処理を中断し例外処理を実行する。吸着ミスや吸着不
足による不良の発生を未然に防ぐためである。例外処理の詳細は後述する。
【００４３】
　（３）部品認識
　制御部２９が、ヘッド２２を制御して部品を下カメラ２６の上方まで移動し、部品の下
面を下カメラ２６によって撮影する（ステップＳ３７）。
【００４４】
　そして、制御部２９は、画像認識処理によって、ノズル２３に吸着されている部品が品
番：ＡＡＡＡの部品であるかをチェックする（ステップＳ３８）。具体的には、画像内の
部品の外形を認識し、予めメモリに登録されている品番：ＡＡＡＡの部品のモデルデータ
と比較することで部品一致率を計算し、部品一致率が監視基準値より高い（正常）か否か
で同一部品か否かの判定を行う。同一部品と判定された場合は部品一致率の値をメモリに
記録して次の処理に進み、そうでない場合（異常）には実装処理を中断し例外処理を実行
する。異種部品の装着を防ぐためである。例外処理の詳細は後述する。
【００４５】
　また、制御部２９は、画像認識処理によって、ノズル２３に吸着されている部品の位置
および姿勢をチェックする（ステップＳ３９）。例えばフィーダの歪みなどが原因で、部
品吸着時にノズル２３が部品の中心からずれていたりすると、部品に位置ずれや回転ずれ
が生じる。これらのずれ量を部品装着時に補正するため、ステップＳ３９において位置ず
れ量（Ｘ、Ｙ）および回転ずれ量（θ）を計算するのである。なお、位置ずれ量や回転ず
れ量が監視基準値より小さい（正常）場合は位置ずれ量および回転ずれ量の値をメモリに
記録して次の処理に進み、そうでない場合（異常）には実装処理を中断し例外処理を実行
する。ずれ量があまりに大きい場合は、フィーダ等に異常が生じている蓋然性が高いから
である。例外処理の詳細は後述する。
【００４６】
　（４）部品装着
　制御部２９は、ヘッド２２を制御して、実装条件で与えられた部品装着位置および角度
（Ｘ：１００００μｍ、Ｙ：１００００μｍ、θ：０度）にしたがって部品を移動・回転
させる（ステップＳ４０）。このとき、ステップＳ３９で求めた位置ずれ量および回転ず
れ量の補正も行う。
【００４７】
　次に、制御部２９は、ノズル２３の先端と基板上面の間隔が実装条件で与えられた部品
高さ（ｈ：３００μｍ）に一致するまで、ヘッド２２を下降させる（ステップＳ４１）。
このとき、制御部２９は、ヘッド２２を下降させつつ接触センサ２７の出力を観測するこ
とで、部品の下面がはんだに接触した時点の高さを検知するとともに、その高さからの部
品の押し込み量を観測する（ステップＳ４２）。なお、押し込み量が監視基準値で定義さ
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れる正常範囲に収まっている場合は押し込み量の値をメモリに記録して次の処理に進み、
そうでない場合（異常）には実装処理を中断し例外処理を実行する。押し込み量が不適切
な場合は、リフロー時に不良が発生するおそれがあるからである。例外処理の詳細は後述
する。
【００４８】
　ヘッド２２が所定の高さまで下降したら、制御部２９は真空ポンプ２４を制御して、ノ
ズル２３のエア圧を上げ、部品をノズル２３から解放する（ステップＳ４３）。このとき
制御部２９は、圧力センサ２８により装着空気圧を観測し、装着空気圧が監視基準値（下
限）と監視基準値（上限）のあいだの正常範囲に収まっているかチェックする（ステップ
Ｓ４４）。装着空気圧が正常範囲の場合は、その観測値をメモリに記録して次の処理に進
むが、正常範囲を外れている場合は、実装処理を中断し例外処理を実行する。装着空気圧
過多により部品ずれを招いたり、装着空気圧不足により部品がノズルから離れなかったり
する可能性があるからである。例外処理の詳細は後述する。
【００４９】
　（５）持ち帰り確認
　部品装着後、制御部２９はノズル２３を下カメラ２６の上方まで移動し、下カメラ２６
による撮影を行い（ステップＳ４５）、画像認識処理によってノズル２３に部品が付着し
たままになっていないかをチェックする（ステップＳ４６）。もし部品が付着していた場
合には、実装処理を中断し例外処理を実行する。部品の付着がなければ、制御部２９はヘ
ッド２２を開始位置まで復帰し、次の部品に対する処理（ステップＳ３３～Ｓ４６）を繰
り返す（ステップＳ４７）。なお、本実施形態では１つの部品の実装シーケンスを説明し
たが、複数のノズルのそれぞれで異なる部品をピックアップし複数の部品を一回のシーケ
ンスで実装することもできる。
【００５０】
　部品実装処理のあいだに観測し記録された観測値のデータは、例えば、一つの部品に対
する処理が終了したタイミング、一つの基板に対する処理が終了したタイミング、一定の
時間間隔などの所定のタイミングで、生産設備管理装置Ｘ４にログデータとして保存され
る。
【００５１】
　＜自己診断機能＞
　前述のように、本実施形態のマウンタＸ２は、カメラやセンサなどの観測系を用いて自
機の動作を常に監視し、観測値が予め定められた監視基準値を外れた場合に（つまり動作
に異常が認められた場合に）実装処理を中断し、所定の例外処理を実行する、という自己
診断機能を有している。
【００５２】
　図５は、マウンタＸ２で検知される異常とその是正方法を対応付けたテーブルである。
このテーブルは、生産設備管理装置Ｘ４から与えられるか、制御部２９のメモリに予め記
憶されている。テーブルには、マウンタＸ２の設備部材・動作・観測項目の組み合わせご
とに是正方法が対応付けられている。なお、図５の例では、さらに異常の原因も対応付け
られているが、この情報は省略しても構わない。
【００５３】
　例えば、図３のステップＳ３６において、ＩＤ：ｎのノズル２３の吸着真空圧が監視基
準値を超えていたとする。このような異常は部品の吸着ミスや吸着不足を生じ、部品の落
下、部品ずれ、欠品などの不良につながる蓋然性が高い。吸着真空圧が増加する原因とし
て最も多いのは、ノズル先端の摩耗によりノズルと部品のあいだに隙間があくことである
が、これを解消するための是正方法としては、ＩＤ：ｎのノズルの交換が適当である。そ
こで、制御部２９は、例外処理として、「ｎ番目のノズルが摩耗していますので、新しい
ノズルに交換してください。」といったメッセージを出力し、オペレータに異常の原因と
その対処を通知する。これにより熟練者でなくても、迅速かつ適切なメンテナンスが可能
となる。なお、メッセージの出力は、マウンタＸ２から行ってもよいし、生産設備管理装
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置Ｘ４や分析装置Ｙ６や作業端末Ｙ７などの他の装置から行ってもよい。メッセージの出
力方法は、モニタへの表示、プリンタへの印刷、スピーカへの音声出力、メール送信など
どのような方法でもよい。
【００５４】
　＜分析装置＞
　次に、分析装置Ｙ６による不良要因の推定処理と監視基準値の設定処理について説明す
る。不良要因の推定処理は、検査装置で不良が検出された場合に、その不良の直接の原因
となっている生産設備の異常を具体的に特定するための処理である。また、監視基準値の
設定処理は、検査装置の検査結果に基づいて、生産設備の自己診断機能で用いる監視基準
値をより良い値に追い込むための処理である。以下、検査結果をマウンタＸ２の異常特定
や監視基準値の更新に利用する例について説明する。
【００５５】
　図６は、分析装置Ｙ６の機能ブロック図である。分析装置Ｙ６は、検査データ取得部６
０、観測データ取得部６１、不良要因推定部６２、テーブル記憶部６３、監視基準設定部
６４などの機能を有している。これらの機能は、分析装置Ｙ６（のＣＰＵ）がコンピュー
タプログラムを実行することにより実現されるものである。なお、図６では、分析装置Ｙ
６が有する機能のうち、不良要因の推定処理と監視基準値の設定処理に関する機能だけを
示しており、他の機能については省略している。
【００５６】
　（１）不良要因の推定処理
　図７は、分析装置Ｙ６による不良要因の推定処理の流れを示すフローチャートである。
この処理は、所定の開始条件に合致したとき（例えば、不良判定された部品数が規定値を
上回ったとき、不良率が規定値を上回ったとき、オペレータが開始命令を入力したときな
ど）に実行される。
【００５７】
　まず、検査データ取得部６０が、検査装置で得られた検査結果のデータ（検査データと
呼ぶ）を取得する（ステップＳ７０）。検査データ取得部６０は、各検査装置Ｙ１～Ｙ４
から検査データを直接取得してもよいし、検査管理装置Ｙ５に集約された検査データを読
み込んでもよい。蓄積されているすべての検査データを読み込んでもよいし、一部の検査
データのみ（例えば、前回の処理以降に蓄積されたデータのみ、オペレータが指定した期
間のデータのみなど）を読み込んでもよい。なお、検査データには、はんだ印刷検査装置
Ｙ１による印刷後検査の結果、部品検査装置Ｙ２による実装後検査の結果、外観検査装置
Ｙ３およびＸ線検査装置Ｙ４によるリフロー後検査の結果が含まれるが、本実施形態では
、マウンタＸ２の異常有無を判断するため、実装後検査とリフロー後検査の検査データの
み用いる。
【００５８】
　図８に検査データの一例を示す。検査データには、基板ＩＤ、部品品番、回路番号など
の「基板・部品情報」と、検査工程情報、検査装置ＩＤなどの「検査装置情報」と、複数
の検査項目に関する「検査結果・計測値情報」とが含まれている。検査結果・計測値情報
は、検査において部品から計測した指標である計測値と、その計測値に基づきＯＫ（良）
／ＮＧ（不良）を判定した結果である検査結果とのペアである。
【００５９】
　次に、観測データ取得部６１が、マウンタＸ２で観測された観測値のデータ（観測デー
タと呼ぶ）を取得する（ステップＳ７１）。観測データ取得部６１は、マウンタＸ２から
観測データを直接取得してもよいし、生産設備管理装置Ｘ４に集約された観測データを取
得してもよい。このとき、ステップＳ７０で取得した検査データと同じ基板・部品のすべ
ての観測データが取得される。
【００６０】
　図９に観測データの一例を示す。観測データには、基板ＩＤ、部品品番、回路番号など
の「基板・部品情報」と、ヘッドＩＤ、ノズルＩＤ、フィーダＩＤなどの「マウンタ情報
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」と、吸着真空圧、部品一致率、吸着位置ずれ量（Ｘ）、吸着位置ずれ量（Ｙ）、吸着回
転ずれ量（θ）、押し込み量、装着空気圧などの「マウンタ観測値情報」とが含まれてい
る。
【００６１】
　次に、不良要因推定部６２が、検査データのなかから不良判定された部品（不良品と呼
ぶ）のデータを取得する（ステップＳ７２）。取得した複数の不良品のデータのなかに、
回路番号の異なる部品のデータが含まれていた場合には、以降の処理を回路番号ごとに実
行すればよい。本実施形態では、回路番号の同じいくつかの部品で「部品ずれ」不良が検
出されたものと仮定して、以降の説明を行う。
【００６２】
　続いて、不良要因推定部６２は、テーブル記憶部６３に格納されている「マウンタ異常
－検査不良テーブル」を参照し、ステップＳ７２で検出された不良（部品ずれ）の原因に
なり得るマウンタＸ２の異常事象を、不良要因候補Ｅ１～Ｅｎとして選択する（ステップ
Ｓ７３）。マウンタ異常－検査不良テーブルとは、マウンタＸ２で発生し得る異常事象と
当該異常事象が原因となり発生し得る製品の不良との対応付けを定義したテーブル（知識
ベース）である。ここでは図１０に示すように、マウンタＸ２の異常事象を「設備部材種
」と「動作」と「異常内容」の組で定義し、異常事象のそれぞれに対し不良の種類（検査
項目の名称）を対応付けている。一つの異常事象に複数種類の不良が対応付けられていて
もよい。本実施形態の場合、「部品ずれ」に対応する不良要因候補として、「ノズルの吸
着動作における吸着位置ずれ」、「ノズルの装着動作における装着時供給圧力過多」、…
、「カメラの認識動作におけるカメラ不良」など複数の異常事象が抽出される。なお、マ
ウンタ異常－検査不良テーブルの中にステップＳ７２で検出された不良に該当するものが
無ければ、当該不良の原因はマウンタＸ２にはないとみなせるので、処理を終了する（ス
テップＳ７４）。
【００６３】
　変数ｘを１で初期化した後（ステップＳ７５）、各不良要因候補Ｅｘ（ｘ＝１～ｎ）に
ついて以下の処理を行う。
【００６４】
　まず、不良要因推定部６２は、テーブル記憶部６３に格納されている「マウンタ異常－
観測項目テーブル」を参照し、不良要因候補Ｅｘに対応する観測項目と観測値の増減方向
を確認する（ステップＳ７６）。マウンタ異常－観測項目テーブルとは、マウンタＸ２で
発生し得る異常事象と当該異常事象が発生したときに観測値に変化（増加又は減少）が現
れる観測項目との対応付けを定義したテーブル（知識ベース）である。ここでは図１１に
示すように、マウンタＸ２の異常事象を「設備部材種」と「動作」と「異常内容」の組で
定義し、異常事象のそれぞれに対し観測項目と観測値の増減方向を対応付けている。例え
ば、不良要因候補Ｅ２である「ノズルの装着動作における装着時供給圧力過多」という異
常事象に対しては、「装着空気圧の増加」という観測値の異常がみられることが分かる。
なお、図１０と図１１の二つのテーブルは一つにまとめてもよい。
【００６５】
　次に、不良要因推定部６２は、観測データのなかから、不良要因候補Ｅｘに対応する観
測項目の観測値を抽出する。このとき、不良品を実装したときの観測値（以下、単に「不
良品の観測値」と記す）だけでなく、不良品と品番が同じで、且つ、同じ設備部材により
処理された良品を実装したときの観測値（以下、単に「良品の観測値」と記す）も抽出す
る（ステップＳ７７）。そして、不良要因推定部６２は、抽出した良品の観測値と不良品
の観測値とを比較し、両者のあいだで有意な変化が認められるか評価する（ステップＳ７
８）。有意な変化が認められる場合、つまり不良品の観測値に異常が認められる場合は（
ステップＳ７８；ＹＥＳ）、不良要因候補Ｅｘが不良要因（の一つ）であると判断し要因
リストに追加する（ステップＳ７９）。一方、有意な変化が認められない場合は（ステッ
プＳ７８；ＮＯ）、不良要因候補Ｅｘは不良要因でないと判断する。
【００６６】
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　良品の観測値と不良品の観測値のあいだに有意な変化があるか否かを判定する方法はど
のようなものでもよいが、例えば、不良品の観測値が良品の観測値分布の平均から所定距
離より離れていた場合に、当該観測値に有意な変化があったとみなせばよい。判定に用い
る「所定距離」は任意に設定可能であるが、例えば、良品の観測値分布の標準偏差σのｎ
倍（ｎの値は要求される品質基準に応じて決める）を用いるとよい。このような統計的手
法を用いれば、簡易な処理で、良品の観測値分布に対する不良品の観測値の変化を評価で
きるからである。
【００６７】
　本実施形態では、３σによる判定を行う。すなわち、複数の良品の観測値を用いて、そ
の平均Ａと標準偏差σを計算する。そして、以下の条件に合致する不良品の観測値ｖが一
つでも存在した場合に、良品の観測値と不良品の観測値のあいだに有意な変化があるとみ
なす。
【００６８】
　・増減の方向が「増加」の場合：　ｖ＞Ａ＋３σ
　・増減の方向が「減少」の場合：　ｖ＜Ａ－３σ
　なお、テーブルで定義された増減の方向とは逆方向に観測値が変化しているときには、
そのような変化は（マウンタの異常とは関係がないとして）無視すればよい。
【００６９】
　ｘをインクリメントしてステップＳ７６～Ｓ７９を繰り返し、すべての不良要因候補Ｅ
１～Ｅｎの分析を終えたら、処理を終了する（ステップＳ８０、Ｓ８１）。
【００７０】
　以上の処理によって、不良の直接の原因と考えられるマウンタＸ２の異常事象を記した
要因リストが生成される。図１２は、要因リストの一例である。この例では、「ノズルの
装着動作における装着時供給圧力過多」という異常事象が不良要因として特定されている
ことが分かる。また要因リストには、不良の種類、不良品の基板・部品情報、異常が認め
られた設備部材のＩＤ、異常が認められた観測値なども記録される。このように不良要因
が特定されれば、例えば「不良（部品ずれ）の原因は、マウンタのｎ番目のノズルの装着
時の供給圧力過多にあります。」のようなメッセージをモニタに表示する等して、異常個
所（異常の生じた設備部材）と異常動作を具体的に特定した情報をオペレータに提供する
ことができる。さらには図５のテーブルを参照することで、「不良（部品ずれ）の原因は
、マウンタのｎ番目のノズルの装着時の供給圧力過多にあります。ノズルが摩耗していま
すので、新しいノズルに交換してください。」のようなメッセージをモニタに表示する等
して、異常の是正方法をオペレータに通知することも可能である。これにより熟練者でな
くても、迅速かつ適切なメンテナンスが可能となる。なお、メッセージの出力は、分析装
置Ｙ６が具備するモニタから行ってもよいし、作業端末Ｙ７などの他の装置が具備するモ
ニタ等から行ってもよい。また、モニタへの表示に限られず、例えば、プリンタへの印刷
、スピーカへの音声出力、メール送信などの方法でもよい。
【００７１】
　また、不良要因推定部６２は、ステップＳ７２で検出された不良の種類、ステップＳ７
３で抽出した不良要因候補Ｅ１～Ｅｎの一覧、ステップＳ７９で特定された不良要因（推
定結果）などの情報を出力することも好ましい。このときさらに、ステップＳ７７で抽出
した良品の観測値の情報（観測値分布、平均、分散など）と不良品の観測値の情報、良品
と不良品の観測値の差異を示す情報などを出力してもよい。このような情報をユーザに対
し提供することで、ユーザ自身が不良要因の推定処理の過程を確認できるようになり、推
定結果に対する納得性を高めることができる。この場合の情報の出力方法についても、モ
ニタへの表示、プリンタへの印刷、スピーカへの音声出力、メール送信などどのような方
法を用いてもよい。
【００７２】
　（２）監視基準値の設定処理
　図１３は、分析装置Ｙ６による監視基準値の設定処理の流れを示すフローチャートであ
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る。この処理は、所定の開始条件に合致したとき（例えば、不良判定された部品数が規定
値を上回ったとき、不良率が規定値を上回ったとき、オペレータが開始命令を入力したと
きなど）に実行される。
【００７３】
　まず、検査データ取得部６０によって検査データが取得され（ステップＳ１３０）、観
測データ取得部６１によって観測データが取得される（ステップＳ１３１）。ここまでの
処理は、図７のステップＳ７０、Ｓ７１と同じである。
【００７４】
　次に、監視基準設定部６４がマウンタＸ２の実装プログラムを読み込む（ステップＳ１
３２）。そして、監視基準設定部６４は、実装プログラムに含まれる部品のリスト（図４
）と、テーブル記憶部６３内の「マウンタ異常－観測項目テーブル」とを参照し、部品種
（品番）と設備部材と観測項目と観測値の増減方向の全通りの組み合わせＣ１～Ｃｎを生
成する（ステップＳ１３３）。例えば、「品番：ＡＡＡＡ＋ＩＤ：１のノズル＋吸着真空
圧＋増加」、「品番：ＡＡＡＡ＋ＩＤ：１のノズル＋部品位置ずれ量＋増加」、「品番：
ＡＡＡＡ＋ＩＤ：１のフィーダ＋部品一致率＋減少」などの組み合わせが得られる。この
組み合わせ毎に監視基準値が設定される。
【００７５】
　変数ｘを１で初期化した後（ステップＳ１３４）、各組み合わせＣｘ（ｘ＝１～ｎ）に
ついて以下の処理を行う。
【００７６】
　まず、監視基準設定部６４は、観測データのなかから、組み合わせＣｘに該当する部品
の観測値を抽出する（ステップＳ１３５）。例えば、Ｃｘ＝「品番：ＡＡＡＡ＋ＩＤ：１
のノズル＋吸着真空圧＋増加」の場合には、品番：ＡＡＡＡの部品をＩＤ：１のノズルで
吸着したときに観測された吸着真空圧の値が抽出される。
【００７７】
　次に、監視基準設定部６４は、ステップＳ１３５で抽出された該当部品の観測値の平均
Ａと標準偏差σを計算する（ステップＳ１３６）。このとき、該当部品のなかに不良品が
存在する場合には、不良品の観測値を除外し、良品の観測値だけを用いて（つまり良品分
布の）平均Ａと標準偏差σを計算する。
【００７８】
　以降の処理は、該当部品のなかに不良品が存在するか否かで異なる（ステップＳ１３７
）。
【００７９】
　（不良品が存在する場合）
　監視基準設定部６４は、不良品の観測値と良品の観測値とを比較し、不良品の観測値に
異常が認められるか評価する（ステップＳ１３８）。このときの異常判定は、図７のステ
ップＳ７８と同じ方法を用いることができる。すなわち、不良品の観測値ｖが下記の条件
を満たす場合に、異常値と判定する。
　・増減の方向が「増加」の場合：　ｖ＞Ａ＋３σ
　・増減の方向が「減少」の場合：　ｖ＜Ａ－３σ
【００８０】
　観測値ｖが異常値と判定された場合には、その観測値ｖを当該観測項目の新たな監視基
準値に決定する（ステップＳ１３９）。なお、異常値と判定された観測値ｖが複数存在す
る場合には、良品分布の平均Ａに最も近い異常観測値ｖを監視基準値とすればよい。ステ
ップＳ１３８で異常値が検出されなかった場合は、ステップＳ１４０へ進む。
【００８１】
　（不良品が存在しない場合）
　監視基準設定部６４は、良品分布の３σを監視基準値とする。すなわち、組み合わせＣ
ｘで定義された増減方向が「増加」である場合（ステップＳ１４０；増加）、Ａ＋３σの
値を監視基準値とし（ステップＳ１４１）、増減方向が「減少」である場合（ステップＳ
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１４０；減少）、Ａ－３σの値を監視基準値とする（ステップＳ１４２）。
【００８２】
　ｘをインクリメントしてステップＳ１３５～Ｓ１４２を繰り返し、すべての組み合わせ
Ｃ１～Ｃｎに対して監視基準値を決定したら、処理を終了する（ステップＳ１４３、Ｓ１
４４）。
【００８３】
　以上の方法により、マウンタＸ２の観測データと各検査装置の検査データに基づき、適
切な監視基準値が決定される。監視基準設定部６４は、決定した監視基準値の情報を分析
装置Ｙ６又は作業端末Ｙ７のモニタに出力して、オペレータにマウンタＸ２の実装プログ
ラムの修正を促してもよいし、マウンタＸ２又は生産設備管理装置Ｘ４に格納された実装
プログラムを自動で設定（書き換え）してもよい。なお、実装プログラムの設定（書き換
え）を行う前に、分析装置Ｙ６又は作業端末Ｙ７などのモニタに「監視基準値を更新しま
すか？」と表示するなどして、オペレータに更新の可否を問い合わせ、監視基準値の変更
許可を受け付けた上で実装プログラムの設定処理を実行することが好ましい。以上の方法
により、熟練者でなくても、マウンタＸ２の自動診断機能で利用される監視基準値をより
適切な値に更新することができ、異常の「見過ぎ」や「見逃し」を極力少なくすることが
できる。なお、情報の出力方法は、モニタへの表示に限られず、例えば、プリンタへの印
刷、スピーカへの音声出力、メール送信などの方法でもよい。
【００８４】
　＜本実施形態の利点＞
　上述した本実施形態の構成によれば、不良品と良品それぞれを処理したときにマウンタ
で実際に観測された観測データを用いて、不良の要因となり得るマウンタの動作の異常が
発生しているかを判断するため、検査装置で検出された不良の直接の原因を高い確度で且
つ具体的に特定することができる。そして、具体的に原因が特定されるため、マウンタの
メンテナンスや品質管理が簡易となる。
【００８５】
　また本実施形態では、図１０、図１１に示すようなテーブルを用いることで、エキスパ
ート（熟練者）の知識・知見に基づく判断と同等の不良要因推定を、装置化（自動化）で
きる。しかも、テーブル参照だけでよいので、処理の簡易化、処理時間の短縮を図ること
もできる。
【００８６】
　また、観測データを用いて各観測項目の監視基準値を更新する機能を設けたので、見過
ぎや見落としの少ない、より妥当な監視基準値に自動で追い込むことができると期待でき
る。
【００８７】
　＜その他＞
　上記の実施形態の説明は、本発明を例示的に説明するものに過ぎず、本発明は上記の具
体的な形態には限定されない。本発明は、その技術的思想の範囲内で種々の変形が可能で
ある。
【００８８】
　例えば上記実施形態では、分析装置Ｙ６により、マウンタＸ２の異常特定や監視基準値
の更新を行う処理を例示したが、本発明の方法は、はんだ印刷装置Ｘ１やリフロー炉Ｘ３
などの他の生産設備の異常特定や監視基準値の更新にも適用可能である。さらには、本発
明の方法は、表面実装ラインに限らず、生産設備と検査装置を含む生産ラインであればど
のような種類の生産ラインの品質管理にも好ましく適用することができる。
【００８９】
　また上記実施形態の監視基準設定部６４は、組み合わせＣｘに該当する部品の中に不良
品が存在しないときは、Ａ＋３σ又はＡ－３σを監視基準値に設定したが、他の方法によ
り監視基準値を求めてもよい。例えば、Ｃｘに該当する複数の部品について、観測値と計
測値（当該部品の検査で計測された値）の相関分析を行い、予め定めた検査基準（例えば
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計測値分布における出現確率がｍ％）に対応する観測値を、新たな監視基準値に設定して
もよい。
【符号の説明】
【００９０】
　２０：ステージ、２１：フィーダ、２２：ヘッド、２３：ノズル、２４：真空ポンプ、
２５：上カメラ、２６：下カメラ、２７：接触センサ、２８：圧力センサ、２９：制御部
　６０：検査データ取得部、６１：観測データ取得部、６２：不良要因推定部、６３：テ
ーブル記憶部、６４：監視基準設定部
　Ｂ：基板、Ｐ：電子部品
　Ｘ１：はんだ印刷装置、Ｘ２：マウンタ、Ｘ３：リフロー炉、Ｘ４：生産設備管理装置
　Ｙ１：印刷検査装置、Ｙ２：部品検査装置、Ｙ３：外観検査装置、Ｙ４：Ｘ線検査装置
、Ｙ５：検査管理装置、Ｙ６：分析装置、Ｙ７：作業端末

【図１】 【図２】
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